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尾原ダ ム によ っ て新た に創 出 さ れ た 「さ く ら お ろ ち 湖」は、

美しく 豊か な自 然 に囲ま れ た 広 大 な公 共 空 間 です。�

こ の「さ く ら お ろ ち 湖」を快 適 にご利 用 い た だ く こ とを目 指 し

て「さ く ら お ろ ち 湖周 辺 及 び湖面 利 用 の手 引 き（案） 」ハ ン ド ブ

ッ ク を作 成 しま した 。�

平 成 � � 年 度 に試 行 し、利 用 の実 態 や利 用 者 のみ なさ ん

の意 見 など も勘 案して、よ り 良い ものにしてい く 予 定 です。�

なお 、ハ ン ド ブ ッ ク は尾原ダ ム 管 理 支 所 で配 布 してい ま

す。� 出 雲 河 川 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド する こ

ともできま す。��
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ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック

　今後、利用者の安全確保及びダム管理上の支障を回避するために各種ブ
イが設置された場合は、ブイ周辺の利用制限を実施することもある。
また、周辺生態系の保全のため、新たに貴重種を移植する場合は、対象区域
への立入制限を実施することもある

今後の検討課題や必要に応じて追記すること

・国土交通省出雲河川事務所尾原ダム管理支所
・島根県雲南県土整備事務所
・雲南市
・奥出雲町
・斐伊川さくらボート協会(オブザーバー)
・島根県ボート協会(オブザーバー)
・斐伊川漁業協同組合(オブザーバー)

さくらおろち湖周辺施設管理者調整会議準備会参加メンバー

　さくらおろち湖利用の手引き（案）策定にあたり、対象区域に関わる管理者
で構成する「さくらおろち湖周辺施設管理者調整会議準備会」を開催し、記載
すべき内容や留意点等について議論した。
 ・第１回周辺施設管理者調整会議準備会 平成24年2月2日開催
 ・第２回周辺施設管理者調整会議準備会 平成24年2月27日開催
 ・第３回周辺施設管理者調整会議準備会 平成24年3月14日開催

策定にあたっての経緯

国土交通省出雲河川事務所　尾原ダム管理支所
〒699-1342　島根県雲南市木次町平田211-5
TEL(0854)48-0780　 FAX(0854)48-0783

国土交通省出雲河川事務所尾原ダム管理支所



はじめにはじめに
　尾原ダムによって新たに創出されたさくらおろち湖は、美しく豊かな自然に囲ま
れた広大な公共空間です。このさくらおろち湖や周辺を安全で快適に利用するた
めには、管理者による維持管理だけでなく、利用者が一定のマナーを守って利用
することが大切です。この「さくらおろち湖利用ハンドブック」は、さくらおろち湖に訪
れた人々が、安全で快適に利用できる環境がいつまでも続くように利用のルール
を定めたものです。
　さくらおろち湖とその周辺を守り、安全で快適な利用を続けるためには、管理者
や関係機関だけでなく、住民や利用者など、さくらおろち湖に関わるみんながこの
ルールを理解し、守らなければなりません。

目　　次目　　次

さくらおろち湖周辺施設利用マップ

１．基本的なルールを守りましょう。

２．立入禁止区域には入らない。立入制限区域には無断で入らない。

３．車止めから先に車両は入れません。

４．湖面へは指定された進入路を使用しましょう。

５．舟などの常時係留はできません。

６．エンジン付きの舟は使用できません。

７．湖面利用時は、救命胴衣が必要です。

８．悪天候時は湖面利用を控えましょう。

９．湖岸での転倒や転落に注意しましょう。

10．釣り針や糸、ルアーなどは必ず持ち帰りましょう。

11．ごみは必ず持ち帰りましょう。

12．落書きや施設の破壊は厳禁です。

13．火気は、利用できません。

14．許可無く出店はできません。

15．貴重動植物の採取は禁止です。

16．外来種の持ち込みは禁止です。

17．無断で張り紙や看板の設置はできません。

18．利用時間を守りましょう。

19．飼い犬などの放し飼いは禁止です。

20．飲酒時は湖面への立ち入りを控えて下さい。

21．緊急時は関係機関に連絡して下さい。
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さくらおろち湖
周辺施設利用マップ
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　さくらおろち湖を利用する人は、この手
引き（案）と現地に表示されている注意
事項、各施設で定められているルールや
規則を守り、他の利用者に迷惑を掛けな
いよう、公共の場であることを認識し、節
度をもって行動しましょう。

1 基本的なルールを守りましょう。

　立入禁止の表示がある区域内には入っていけませ
ん。また、立入制限区域内には無断で入ってはいけま
せん。また、防護柵、ガードレール、ロープなどにより
規制されている場合は、これらを超えて立ち入っては
いけません。

2 立入禁止区域には入らない。立入制限区域には無断で入らない。

　車止めが設置してある所では、車だけでなく、バイクなどの車両の乗り入
れを禁止します。

3 車止めから先に車両は入れません。

　湖面付近への車両の進入は、あらかじ
め指定されて進入路を使用して下さい。

4 湖面へは指定された進入路を使用しましょう。

03 04

　湖岸に舟などを常時係留しておくこ
とはできません。また、短期間であって
も、放置して帰ることはできません。た
だし、管理者の許可を受けた場合を除
きます。

5 舟などの常時係留はできません。

　モーターボートや水上バイクなどのエ
ンジン付きの乗り物は、オイル漏れなど
により水質に影響を与えるだけでなく、魚
や鳥などの動物の生息にも影響を与える
恐れがありますので、使用しないで下さ
い。ただし、管理者の許可を受けた舟な
どを除きます。

6 エンジン付きの舟は使用できません。

　カヌーやボートに乗ったり、舟上からの
釣りなど、湖面を利用する場合には、救命
胴衣を必ず着用して下さい。

7 湖面利用時は、救命胴衣が必要です。

××

××



　湖岸の斜面は、滑りやすくなっていたり、足元が悪
いなど、危険がいっぱいです。釣りや水遊びなどをす
るときは、転倒や転落に十分注意して下さい。

9 湖岸での転倒や転落に注意しましょう。

　釣りで使用した釣り針や糸、ツアー、残った餌は、鳥
などの動物に危害をもたらすことがあります。放置し
ないで必ず持ち帰って下さい。

10 釣り針や糸、ルアーなどは必ず持ち帰りましょう。

05 06

　施設に落書きしたり、施設を故意に傷つけたりすることは、絶対にしてはいけ
ません。

12 落書きや施設の破壊は厳禁です。

　火気を使用してはいけません。行事などで
火気を使用する場合は、管理者の許可を得て
下さい。
全ての火気の使用は、地面、舗装、芝生などの
表面上で直にしないで下さい。また、火気を使
用した後は、確実に消火したことを確認して下
さい。

13 火気は、利用できません。

　湖面利用する場合は、ラジオなどで気象情報
を確認し、気象庁松江地方気象台から東部地方
雲南地区に風（台風を含む）、霧、雷、雪、地震（余
震）に関する警報が発令されたときは、湖面利用
を控えて下さい。また、管理者から指示はあった
場合は、その指示に従って行動して下さい。

8 悪天候時は湖面利用を控えましょう。

　ごみは捨てないで、各自必ず持ち帰りましょう。もち
ろん不法投棄も厳禁です。

11 ごみは必ず持ち帰りましょう。

　さくらおろち湖周辺では、営利を目的とした出
店はできません。ただし、行事などの一時的なも
のや水源地域の活性化を目的とした取組みで
管理者が出店を認めた場合を除きます。

14 許可無く出店はできません。

　貴重な動植物を無断で採取してはいけません。

15 貴重動植物の採取は禁止です。

××
××

××



07 08

　ブラックバス、ブルーギルなどの外来魚をはじめと
する特定外来生物を持ち込まないで下さい。また、生
きたまま外へ持ち出さないで下さい。

16 外来種の持ち込みは禁止です。

　湖面の利用時間は、午前9時から午後5時までで
す。また、遊泳や水遊びをする場合は、日の出から
日没までです。

18 利用時間を守りましょう。

　さくらおろち湖の施設や樹木、その他のものに無断
で張り紙や看板などを設置することはできません。

17 無断で張り紙や看板の設置はできません。

　飼い犬などを運動させる時は、綱や鎖などでつな
いで下さい。また、飼い犬などのふんは持ち帰って下
さい。

19 飼い犬などの放し飼いは禁止です。

　飲酒時に湖面への立ち入ることは、大変危険なた
め立ち入りは控えて下さい。

20 飲酒時は湖面への立ち入りを控えて下さい。

　事故が発生、または発見した時は、関係機関に連
絡してください。

21 緊急時は関係機関に連絡して下さい。

【警察】110（雲南警察署　0854-45-91100）
【消防】119（雲南消防本部　0854-40-0119）
【国土交通省尾原ダム管理支所】0854-48-0780

××

××

××

××


